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浜松市中央区佐鳴台 4丁目 16-10 

株 式 会 社 遠 鉄 ス ト ア 

 

各位 

 

遠鉄ストア 9 月 1 日より身だしなみ基準を大幅に緩和 

～髪色、髪型、ヘアアクセサリー、ネイル等の基準緩和～ 

 

株式会社遠鉄ストア（本社：浜松市中央区佐鳴台 4丁目 16-10、代表取締役社長：宮田洋）では、従

業員の価値観や個性を尊重し、仕事へのモチベーションへ繋げることで、いきいきと働ける活気ある職

場環境づくりと、多様な人材の採用強化を目的に、従業員の身だしなみ基準を大幅に緩和いたします。 

遠鉄ストアではこうした取り組みを通して、これまで以上にお客様に喜んでいただける接客・サービス

の提供に努め、お客様の安心・安全で楽しいお買い物を実現してまいります。 

 

記 

 

１．緩和の概要 

お客様に不快感を与えないよう、「清潔感」を大事にすることを前提とします。 

髪色、髪型、ヘアアクセサリー等の社内基準を大幅に緩和します。 

一方で、今まで以上に「明るく元気なあいさつ」「親切丁寧な応対」に努めてまいります。 

 

２．身だしなみ基準の内容 

項 目 新基準 

髪 色 
自由 

（お客様に不快感や恐怖感を与えず、清潔感のある髪色であること） 

髪 型 

自由 

（お客様に不快感や恐怖感を与えず、清潔感のある髪型であること、

肩につく長さは後ろでひとつに束ねる） 

ヘアアクセサリー 
髪を一つに束ねる際に使用可 

（色は自由） 

つけまつげ 自由 

カラーコンタクト 自由 

ネイル 
自由 

（安全衛生上の観点から突起物や長い爪、付け爪は NG） 

※食品衛生の観点から、生鮮部門従事者については一部制限事項あり 
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 ３．対象者 

全従業員 

※食品衛生の観点から、生鮮部門従事者については一部制限事項あり 

 

 ４．開始日   2024 年 9 月 1 日 
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